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歯周疾患検診 ８３６ ６０ ９１ ６８５ 

決算書掲載頁　145

生活習慣病予防や健康管理等に関する正しい知識の普及を行うことによって、壮年期からの健康についての認識と自
覚の高揚を図る。
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委託 平成20年度 健康増進法

４０歳以上の市民で保険証を持っていない等、特定健診を受けることが出来ない
人：約80人

今後も継続して健康診査を行い、必要な人には保健指導を実施する。
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身体計測、医師の診察、血圧、検尿、血液検査を実施し、生活習慣病予防のための保健指導を実施する。
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高齢期に自分の歯を十分に保有し、食べることができるように歯の喪失の予防を図る。また、在宅で寝たきり状態にあ
り、歯科医院への受診が困難な人に対して歯科医師及び歯科衛生士が訪問し、歯科疾患の予防及び早期発見、日常
生活における口腔内清掃、義歯の機能及びその管理等の正しい指導を行い、もって健康の保持・増進を図る。
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委託 平成11年度 健康増進法

当該年度において、満４０歳・５０歳・６０歳・７０歳になる市民：約6,400人
在宅で寝たきり状態にある人：約10人

今後も引き続き、市民に歯周疾患検診の必要性、口腔保健状態の確保と日常生活における生活の質の向上について理
解してもらうために啓発していく。
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満４０歳、５０歳、６０歳、７０歳になる市民を対象に歯周病に関する検診を行う。
また、在宅において寝たきり状態にある人を対象に、歯科医師及び歯科衛生士等が訪問し、歯科健康診査を行うことに
より、口腔機能の回復をめざす。
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細事業：一般健康診査事業                             

１．一般健康診査事業 

  ４０歳以上の市民で保険者の実施する特定健康診査等の対象外となり健康診査を受診する機会のない市民を対 

象に心臓病・脳卒中等の生活習慣病予防のため、特定健康診査と同一内容の一般健康診査を実施した。 

  (1)実施方法  市内の取り扱い医療機関において個別健診として実施 

  (2)実施内容 

   ①標準項目 

項目 検査方法等 

問診 問診票に基づく問診 

身体計測 身長、体重、肥満度（ＢＭＩ）、腹囲（但し、７５歳以上の腹囲は任意実施） 

検尿 尿中の糖及び蛋白の有無 

血圧測定 聴診法、血圧計による測定 

理学的検査 視診、聴打診、腹部接触診など 

血液検査 血中脂質検査（中性脂肪、HDL－コレステロール、LDL－コレステロール） 

肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ） 

糖検査（ヘモグロビンＡ１Ｃ） 空腹時血糖 

   ②詳細項目 （前年度の健診結果の条件を満たし、かつ医師が必要と認めた場合のみ実施する。） 

 項目 検査方法等 

貧血 問診票に基づく問診 

心電図 身長、体重、肥満度（ＢＭＩ）、腹囲（但し、75歳以上の腹囲は任意実施） 

眼底検査 尿中の糖及び蛋白の有無 

   

 (3)実施期間   平成２５年４月～平成２６年３月末 

  (4)実  績   受診者 ５９人（積極的支援 ３人、動機付け支援 ３人、情報提供 ５３人） 

 

細事業：歯科検診事業                             

１．歯周疾患検診 

高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的に、当該年度

に４０歳、５０歳、６０歳、７０歳になる市民を対象に歯科医療機関で検診を実施した。 

 (単位：人) 

 

 

 

 

 

２．在宅寝たきり老人等訪問歯科健診 

在宅寝たきり老人等、医療機関で歯科健康診査受診が困難な市民を対象に、口腔機能の回復を図り、訪問歯科

健診の普及と定着を図るため、歯科健康診査事業を実施した。 

実施機関／歯科医療機関（訪問） 

受診者 5人（要精検者 4人） 

 

項 目 受診者数 異常なし 要指導 要精検 

歯周疾患検診 ８３６ ６０ ９１ ６８５ 


